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自動車の燃費性能に関する公表及び車体表示の実施について
～「燃費基準達成車」「燃費基準＋５％達成車」識別ステッカーの決定～

≪ポイント≫

○自動車の燃費性能について、一般国民に広く公表し、容易に
識別できる制度を創設

○燃費性能を示すステッカー（緑の地球をイメージ）を車体に
貼付
従来の低排出ガス車ステッカー（青空をイメージ）と相まっ
て、自動車の環境性能をトータルでアピール

○併せて、燃費性能・排出ガス低減性能に優れた自動車に対し
て、税制の優遇措置を適用

(図)「平成２２年度燃費基準達成車」「平成２２年度燃費基準＋５％達成車」に
貼付するステッカー

（１）燃費性能の公表の実施

燃費性能の公表については、「自動車の燃費性能の評価及び公表に関する
実施要領」（平成１６年国土交通省告示第６１号）を制定します。これによ
り、型式指定を受けたガソリン・ＬＰＧ・ディーゼル乗用自動車及びガソリ
ン・ディーゼル貨物自動車（車両総重量２．５トン以下）を対象に、
① 燃費基準達成車（エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ

法）に基づく燃費基準を達成している自動車をいう。）
② 燃費基準＋５％達成車（同燃費基準を５％以上上回る燃費性能を有す

る自動車をいう。）
について公表いたします。



（２）ステッカーの貼付

燃費性能に係る車体表示については、「燃費基準達成車」「燃費基準＋５
％達成車」に該当する自動車の車体に上図のステッカーを貼付することによ
り、燃費性能が高い自動車であることを一般消費者が容易に識別できるよう
にします（今年４月以降新規登録等される対象車に貼付されます）。
なお、本ステッカーの貼付については、経済産業省と連携して行うもので

あります。

（３）自動車グリーン税制による優遇措置

上記（１）及び（２）の措置に併せて、来年度からは、自動車税のグリー
ン化及び自動車取得税の低燃費車特例について、一定の排出ガス低減性能に
優れ、かつ、燃費基準＋５％達成車・燃費基準達成車を対象に、所要の税制
優遇措置が講じられることとされております。

（表）税制優遇措置の軽減対象・軽減率等

新☆☆☆車 新☆☆☆☆車

燃費基準達成車 （自動車税）
概ね２５％低減

（軽減なし） （自動車取得税）
２０万円控除

燃費基準＋５％達成車 （自動車税） （自動車税）
概ね２５％低減 概ね５０％低減

（自動車取得税） （自動車取得税）
２０万円控除 ３０万円控除

※上記優遇措置の期間：２年間（Ｈ１６～１７年度）
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